
食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

Step３ 施設を管轄する窓口を確認する

Step４ 許可または届出の業種と番号を確認する

□ 営業許可証または届出済証を手元に準備し、業種と番号を確認する

※例 ［業種］そうざい製造業 ［番号］津1234-5678

Step２ 施設監視の希望日を３つ以上あげる

Step１ オンライン手続きの期間内であることを確認する

□ 施設監視の希望日は２週間以上以上先（申請可能期間は、希望日の２週間前まで）

※２週間未満の場合、施設を管轄する窓口（保健所/松阪食肉衛生検査所）に直接相談

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

□ 三重県内の各保健所（四日市市を除く）または松阪食肉衛生検査所

※四日市市の場合は、四日市市保健所に連絡する

□ ３つ以上の希望日をあげる

※伊勢保健所志摩市駐在は、原則として毎週火曜日のみ受付可能

Step５ 施設監視に関する資料データを準備する（任意）

□ 資料データ（衛生管理計画、手順書、実施記録等）を準備する

※事前に資料データを提出することにより、当日の監視がスムーズになります

☜
☜

☜

☜

https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/71234044704.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/MSHOKU/HP/
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000000998/index.html


食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

Step６ 「三重県電子申請・届出システム」に入力する

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

①「食品衛生監視票について」のページを開く

②ページ下部にある「オンラインによる手続き」の、

「１ 日程調整・資料の事前提出」にある

＜こちらをクリックしてください＞をクリックする

☜

③「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックする

※ 繰り返して利用される場合は、利用者登録を行うことにより、

入力が簡素化されます

☜

https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsoudan/35452030840.htm


④ページの内容を確認し、ページ下部の「同意する」をクリックする

☜

⑤メールアドレスを入力後、「完了する」をクリックする

☜

☜
☜

⑥メール送信完了の画面が表示されるので、メールの受信を確認する

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

Step６ 「三重県電子申請・届出システム」に入力する

【１】事前相談（日程調整・資料提出）



⑦受信したメールを開き、リンク先のＵＲＬをクリックする

⑧電子申請・届出システムの入力画面が開いたら、

各項目について入力する

☜

【申請先】

・該当する対象機関をプルダウンから選択する

クリックする

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☜



【営業者の個人・法人の別】【法人名】【営業者】

・該当する方のラジオボタンを選択する

・法人の場合は【法人名】と【営業者】を入力する

・個人の場合は【営業者】を入力する

【施設の郵便番号】【施設の住所】

・郵便番号（ハイフンなし）を入力後、“住所検索”ボタンを押す

・自動入力された住所以降の番地情報を入力する

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☞

☜

☜

☜ ボタンを押す

☜ 番地を追記する



【屋号】【業種】【許可番号または届出番号】

・営業許可証または届出済証に記載された内容をもとに、

監視票の交付を希望する業種、許可番号または届出番号を記載する

・複数の業種を希望する場合は列挙する

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

【部署名】【担当者の氏名】【電話番号】【メールアドレス】

・申請に係る担当者の情報を入力する

・法人の場合のみ担当者の【部署名】を入力する

☜

☜

☜

☜

☜

☜

☜



【監視を行う希望日】

・希望日について、候補日をカレンダーから選択する

・候補日は２週間後以降の日付を選択する

・少なくとも３日分の候補日を提示する

・閉庁日を選択すると後の操作でエラーが表示される

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☜

☜

☜

※３つ以上選択

※開庁日のみ

※２週間以降の日付

【監視に係る基礎資料】

・監視時の確認資料を予め提出できる場合は、ファイルを添付する

・ファイルがない場合は、添付を省略せずに手続きを行う

※日程調整の完了後、監視日までに提出することは可能

☜



【備考】

・日程調整等について連絡事項がある場合、記入する

（例：○○月○○日は午前中を希望）

⑨すべての入力・データ添付の完了後、「確認へ進む」をクリックする

☜

⑩申込確認の内容を確認後、「申し込む」をクリックする

☜

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）



⑪申込みが完了した旨が表示される

⑫【到達通知】のメールが届く

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☜ “整理番号”と“パスワード”が

記載されている



⑬入力内容に不備等があり、保健所から修正依頼があった際は、

次のページを参考に対応する

⑭保健所での入力内容の確認後、日程が決定すると【決定通知】の

メールが届く

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

Step７ 決定した日程において施設監視を受ける

【２】交付申請（クレジット決済）

監視後、食品衛生監視票の交付申請書の提出と、
クレジット決済による支払いを行う場合は、次のステップへ



入力内容に不備等があり、対象機関から修正依頼があった際の対応

①メールを開き、リンク先のＵＲＬをクリックする

②申込照会のページが開き、【到達通知】のメールに記載された

整理番号とパスワードを入力し、「照会する」をクリックする

③ページ下部の「修正する」をクリックする

☞
クリックする

④申込変更のページにて、修正を行い、

ページ下部の「確認へ進む」をクリックする

⑤申込変更確認のページにて、内容を確認し、

ページ下部の「修正する」をクリックする

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☜
クリックする



「【追加連絡】食品衛生監視票の事前相談」のメールが届いた場合

①メールを開き、リンク先のＵＲＬをクリックする

②申込照会のページが開き、【到達通知】のメールに記載された

整理番号とパスワードを入力し、「照会する」をクリックする

③ページ下部の「修正する」をクリックする

☞
クリックする

④申込変更のページにて、

“監視に係る基礎資料”の添付ファイルを追加し、

ページ下部の「確認へ進む」をクリックする

⑤申込変更確認のページにて、内容を確認し、

ページ下部の「修正する」をクリックする

食品衛生監視票：オンライン手続きの流れ（詳細）

【１】事前相談（日程調整・資料提出）

☜
クリックする
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